
1.パソコンの私的利用を禁止する必要性
　ご質問は、具体的な規定を設けていない中でも、
勤務時間中のパソコンの私的利用を一切禁止し、
これに違反した者に対し懲戒処分をすることが可
能かというものです。
　会社に配置されているパソコンは、会社におけ
る作業用機材として、いわゆる「ワープロ」が主
流だったころと異なり、単に表計算や文章を作成
する機能だけではなく、業務に使用することを前
提としてインターネットに接続されていることが
通常であり、従業員においても、インターネット
ニュースを閲覧したり、業務に必要な情報を得た
りするなど、インターネットを当然に使用してい
ます。
　このように、特にインターネットに接続された
パソコンが業務に必須のアイテムであることは異

論がないところですが、他方で、勤務中である以
上、インターネットを使用するにしても、職務に
専念してもらいたいというのは経営陣の当然の要
請です。
　そこで、パソコンの私的利用、ご質問のケース
のように、特にインターネットの私的利用（私的
メールの送受信やECサイトでの私的物品の購入）
に対する懲戒処分について具体的な規定がなくと
も職務専念義務違反を理由に行うことが可能かど
うかを検討する前に、まず、実際上の必要性を検
討しなければなりません。

［ 1］業務効率性
　当然のことですが、勤務時間中に私的メールの
送受信やECサイトでの私的物品の購入等を自由に
してしまうならば、本来、その従業員が行うべき
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業務が滞ることは目に見えています。
　そもそも会社は、一人の従業員の都合だけで業
務が進むわけではなく、多数の従業員と会社の設
備・財産（工場、情報、ノウハウ、資金等）が有
機的かつ効率的に稼働して初めて利益を生み出す
システムである以上、一人の従業員の都合によっ
て、当該従業員の業務が滞れば、会社全体の効率
性が低下することは自明です。
　したがって、会社全体の業務効率性を維持する
ことを目的としてインターネットの私的利用を禁
止することは、十分に理由があります。

［ 2］ウイルス感染・情報漏えいの防止
　また、従業員のインターネットの私的利用を放
置すると、よからぬWEBサイトへのアクセスに
より、または私的メールを送受信するためのメー
ラーやWEBサイトに起因して想定外のコンピュー
タウイルスに感染したり、これらが原因となり情
報が漏えいしたりするリスクが生じます。
　したがって、予期しないコンピュータウイルス
への感染等を防止するという意味からもインター
ネットの私的利用を禁止することは、十分に理由
があると考えられます。

2.職務専念義務の程度
　しかしながら、果たして、インターネットの私
的利用に対する懲戒処分を、具体的な規定がなく
とも職務専念義務違反を理由に行うことが可能か
どうかは疑問が残ります。
　勤務時間中に私用メールを送信していたことな
どを理由に懲戒解雇をした会社を相手としてその
懲戒解雇の有効性が争われた事件（グレイワール
ドワイド事件　東京地裁　平15. 9.22判決）につい
て、裁判所はまず、「労働者は、労働契約上の義務
として就業時間中は職務に専念すべき義務を負っ
ている」として、従業員には「職務専念義務」が
課せられていることを認めた上で、以下のような
判断をしました。
　「労働者は、労働契約上の義務として就業時間中
は職務に専念すべき義務を負っているが、労働者

といえども個人として社会生活を送っている以上、
就業時間中に外部と連絡をとることが一切許され
ないわけではなく、就業規則等に特段の定めがな
い限り、職務遂行の支障とならず、使用者に過度
の経済的負担をかけないなど社会通念上相当と認
められる限度で使用者のパソコン等を利用して私
用メールを送受信しても上記職務専念義務に違反
するものではないと考えられる」
　上記裁判例を前提とすると、「就業規則等に特段
の定めがない」場合において、「職務遂行の支障と
ならず、使用者に過度の経済的負担をかけない」
ような場合には、「社会通念上相当と認められる限
度で使用者のパソコン等を利用して私用メールを
送受信」することは「職務専念義務に違反するも
のではない」ということになります。

3.ご質問のケースについて
　ご質問のケースの場合、パソコンの私的利用を
禁止する就業規則等の具体的な規定が存在しない
ことが前提となりますが、私的メールの送受信や
ECサイトでの私的物品の購入等のインターネット
の私的利用が「職務遂行の支障とならず、使用者
に過度の経済的負担をかけない」、すなわち、イン
ターネットの私的利用によって本来の業務が停滞
して無用な残業代が発生したり、取引先に対する
納期が遅延したりするようなものでなければ、懲戒
処分の根拠とすることはできないことになります。
　参考までに、過去の裁判例において、私用メー
ルの送信を根拠とした解雇が有効とされた事例と
しては、学校教員が出会い系サイトで出会った女
性へ学校のアドレスを用いて約 5 年間で合計約
1650件のメール連絡をしていた事件があります 

（K工業技術専門学校事件　福岡高裁　平17. 9.14
判決）。
　したがって、上記事件と同程度に職務遂行の支
障となっているか、または使用者に過度の経済的
負担をかけているような状況でない限り、インター
ネットの私的利用について一律に職務専念義務違
反を理由に懲戒処分を行うことはできないと考え
るべきでしょう。
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